
見附市告示第２０号 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。 

令和７年３月１９日 

見附市長  稲 田  亮 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱の一部を改正する要綱 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱（平成２年見附市告示第５２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項第６号中「第１０条第１項」を「第１０条第１項又は第１０条の２」

に改める。 

第３条第３項第１号中「第２条の４第７項」を「第２条の４第６項」に改め、同

項第２号及び第３号中「第２条の４第８項」を「第２条の４第７項」に改める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第２条第３項の規定は、令和６年４

月１日から、改正後の第３条第３項の規定は、令和６年１１月１日から適用する。 

   

 


